
○
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

昭
和
四
十
一
年
九
月
六
日 

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
。 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
五
十
一
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
団
体
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
職
員
団
体
登
録
簿
の
備
付
け
） 

第
二
条 

人
事
委
員
会
は
、
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
た
め
、
職
員
団
体
登
録
簿
を
備

え
付
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
申
請
書
等
の
様
式
） 

第
三
条 

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
届
出
書
等
の
様
式
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
、
第
四
号
様
式
又
は
第
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
） 

第
五
条 

職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
と
な
る
旨
の
申
出
は
、
法
人
申
出
書
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
申
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
法
人
申
出
受
理
証
明
書
（
第
七
号
様
式
）
を
当

該
職
員
団
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
平
二
〇
人
委
規
則
二
一
・
一
部
改
正
） 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
昭
和
四
四
年
人
委
規
則
第
二
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
〇
年
人
委
規
則
第
二
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
三
年
人
委
規
則
第
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


